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市営墓地区画使用者の
名義変更手続き（承継）

　遺骨を移転する場合は、法律
で定められた改葬の手続きが必
要です。市営墓地に限らず、中津
川市内の墓地から移転する場合
は必ず申請してください。
【提出書類】改葬許可申請書、
埋葬（収蔵）証明書など

　区画使用者の死亡の他、管
理ができなくなってしまった
場合は、お墓を継ぐ方に名義
変更（承継）する手続きが必
要です。

【提出書類】使用権承継届

　市営墓地の区画の使用権は名義人のみの権利です。権利の又貸しや譲渡はできません。また、スペー
スが空いていても分割して他者に使わせることはできません。過去に個人間のやりとりで区画を使用し
ている場合、市への登録が無く、権利が認められない場合があります。必ず担当課へ相談してください。

各手続きは市ホームページ
でも案内しています。様式
のダウンロードもできます。

　区画が不要となった場合や、
墓じまいを行い、今後区画を
使用しない場合には返還の手
続きが必要です。
※使用権を取得した当時に支払われ
　た永代使用料は返納されません。

【提出書類】墓地返還届

遺骨の移転や墓じまい　
などの手続き（改葬）　

市営墓地区画の
返還手続き

お墓の手続きは
　　　お済みですか？

メモリアル施設及び周辺環境整備推進室（☎内線136）問

市営墓地区画の使用権
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